
宮
城
。
多
賀
城
跡

所
在
地
　
　
　
宮
城
県
多
賀
城
市
市
川

・
浮
島

調
査
期
間
　
　
一
九
八
三
年
（昭
５８
）
八
月
ぞ

一
二
月

発
掘
機
関
　
　
害
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所

調
査
担
当
者
　
一局
野
芳
宏
ほ
か

遺
跡
の
種
類
　
国
府
跡

遺
跡
の
時
代
　
奈
良
時
代
ｉ
平
安
時
代

遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

多
賀
城
跡
は
、
奈
良

・
平
安
時
代
の
陸
奥
国
府
跡
で
あ
り
、
奈
良
時
代
に
は

鎮
守
府
も
併
置
さ
れ
て
い
た
。
外
郭
は

一
辺
六
七
〇
ぞ

一
〇
Ｏ
Ｏ
ｍ
ほ
ど
の
不

整
方
形
を
な
し
、
そ
の
ほ
ば
中
央
に
東
西

一
〇
三
ｍ
、
南
北

一
一
六
ｍ
の
政
庁

跡
が
あ
る
。
調
査
の
結
果
、
政
庁
跡
に
は
大
別
し
て
第
１
と
Ⅳ
期
の
変
遷
が
把

握
さ
れ
、
各
期
の
年
代
は
次
の
ェ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
第
Ｉ
期
は
多
賀
城

創
建
の
八
世
紀
前
半
を
八
世
紀
中
頃
、
第
Ⅱ
期
は
八
世
紀
中
頃
ぞ
七
八
〇
年
の

伊
治
公
皆
林
呂
の
乱
に
よ
る
焼
失
ま
で
、
第
Ⅱ
期
は
そ
の
復
興
ぞ
八
六
九
年
の

貞
観
の
大
地
震
に
よ
る
被
災
ま
で
、
第
Ⅳ
期
は
そ
の
修
復
ｉ
政
庁
の
終
末
で
あ

る

一
〇
世
紀
中
頃
ま
で
と
な
る
。

今
回
木
簡
が
出
土
し
た
の
は
、
外
郭
南
門
と
政
庁
南
門
と
を
結
が
道
路
跡
の

検
出
を
目
的
と
し
て
実
施
し
た
第
四
四
次
調
査
で
あ
る
。
調
査
の
結
果
、
政
庁

中
軸
線
上
で
盛
上
に
よ
る
道
路
跡
が
検
出
さ
れ
た
。
道
路
遺
構
に
は
、
Ａ

・
Ｂ

。
Ｃ
の
三
時
期
の
変
遷
が
あ
る
。
路
幅
は
古
い
も
の
か
ら
Ａ
が
約

一
〇
ｍ
、
Ｂ

が
約

一
八
ｍ
、
Ｃ
が
約
二
四
ｍ
と
順
次
拡
幅
さ
れ
て
い
る
。
構
築
年
代
に
つ
い

て
は
、
Ａ
期
が
八
世
紀
前
半
、
Ｂ
期
が
八
世
紀
末
頃
、
Ｃ
期
が
九
世
紀
と
考
え

ら
れ
る
。
Ａ

・
Ｂ
期
で
は
道
路
東
側
の
水
を
西
に
排
水
す
る
暗
渠
が
、
Ｃ
期
で

は
路
面
排
水
を
目
的
と
す
る
晴
渠
が
付
設
さ
れ
て
い
る
。
Ａ
期
の
暗
渠
に
つ
い

て
は
二
回
の
改
修
が
行
わ
れ
て
お
り
、
Ａ
ｌ
・
Ａ
２
●
Ａ
３
期
に
細
分
さ
れ
な
。
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1983年出土の木簡

Ａ
ｌ
期
は
石
組
暗
渠
で
、
八
世
紀
前
半
に
機
能
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
Ａ

２
期
は
素
掘
暗
渠
に
改
修
し
た
時
期
で
八
世
紀
前
半
頃
の
改
修
、
Ａ
３
期
は
さ

ら
に
瓦
組
暗
渠
に
改
修
し
た
時
期
で
八
世
紀
後
半
の
改
修
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
Ｂ
期
で
も
、
同
位
置
で
玉
石
を
幅
○

。
八
ｍ
、
高
さ
○

・
四
ｍ
程
に
積
ん
だ

暗
渠
に
改
修
し
て
い
る
。
　
　
・

木
簡
は
、　
Ａ
ｌ
期
の
石
組
暗
渠
の
裏
込
め
土

（八
世
紀
前
半
の
構
築
層
）
か
ら

一
九
七
点
、
同
じ
石
組
暗
渠
の
取
水
口
付
近
の
埋
ま
り
上

（八
世
紀
前
半
の
堆
積

層
）
か
ら
八
六
点
の
計
二
八
三
点
出
土
し
て
い
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

。
内
容

石
組
暗
渠
の
裏
込
め
土

①　．一　一□一却功碑脚醐眸硼×□用攀み〕

〔族
ヵ
〕

。
×
日日
―十
日日
□
×
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（Ｆ
ｅ
ｘ
命
ｅ
ｘ
『
Φ驚

三
本
の
界
線
は
、
い
ず
れ
も
刻
線
で
あ
る
。
裏
面
は
整
形
さ
れ
て
い
な
い
。

②
　
　
×
□
□
郡
君
子
部
荒
國
×
　
　
　
　
　
　
　
（騒
∀
（］ｅ

３
ｗ

Ｏ
　
　
×
丈

マ
子
荒
石
ｘ

×
日日
日
日
日日
田
□
×
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（∞∪
ｘ
（�じ
　
ｏΦ騨

〔右
頼

と

⑭
　
　
×
□
十
三
□
□
ｘ

×
［□
×
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（卜ｅ
Ｘ
命
∞）
ｏｏｗ

⑦
　
　
×
□
師
四
ｘ

Ｏ
と
⑦
は
、
同

一
木
簡
の
削
暦
と
思
わ
れ
る
。

①

　

×
人
×

×

人

ｘ

木
日
の
方
向
に
直
交
し
て
書
か
れ
て
い
る
。

①
　
　
ｘ
□
□
病
　
　
回
×

主ぃ 回
□典 三
一と 番h
× 回替
×と

ω
　
　
　
ｘ
移ボ
府円
×

×
じ不
柿
日
×
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（∞囀）
ｘ
（”ヽ
）

石
組
暗
渠
の
取
水
口
付
近
の
埋
ま
り
上

①
　
・
丈
部
『蚊
』大
妹
一昨
陽年〔叫
郷九ヵ
ぽ
観
曝
子

「自
怖

丈́
報
一丈
部
』

名
詐
齢
謎
釧
ぎ
鳥
鳥
取
部
丈
部
鳥

丈
丈
　
鳥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
』
　
　
　
　
　
（導
ｅ
ｘ
導
ｘ
■

上
端
の
折
損
部
に
、
側
面
か
ら
の
孔
の
痕
跡
が
見
ら
れ
る
。 （Φ∞）

Ｘ
（Ｈヽ
）
　
ΦΦ
ド

（ａ
）
ｘ
（Ｐじ

ｏ盟

（枷
μ）
〉ハ
（牌ド）　　ＯΦト

（牌中
）
×
（『
牌）　　ＯΦ
μ

（∞ω）
×
（μμ）　　ＯΦ
山



ll②

ら
つ

×
人
　
兵
士
五
百
七
十
×

×
『
鳥
鳥
鳥
丈
部
』
×

（∞『）
Ｘ
（μ６
）
×
⇔
　
〇∞
μ

（∞卜）
×
（］ω）　　ＯΦ
μ

×
日
□
×

×
□
健
児
替

　
『
団
』
×

□
健

児

替

は
木

目

の
方

向

に
対

し

て
斜

め

に
、

『
剛

』
は
天

地

逆

で
木

目

の

方
向
に
直
交
し
て
書
か
れ
て
い
る
。

⑭
　
　
×
『口
日
□
』
×

〔妃
ヵ
Ｘ
替
ヵ
〕

×
□
弱
□

×
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（じ

大
５

ｏ置

〔
マ
ヵ
〕

⑮

　

ｘ
□
□

侠

バ
丈

マ
立
万
呂

×
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（豪
∀
（じ

ｏ】

〔小
己

⑭
　
　
×
□
川
郷
□
×
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（じ

大
⇔Ｙ
Ｇ

ｏ曽

①
　
　
×
□
木
三
百
八
十
村
前
旬
□
□
日
□

×
　

　

（Ｓ
ｙ
（Ｏ

ｏ】

〔百
ヵ
〕

⑬
　
　
×
十

一
日
二
□
×
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（じ
大
じ

ｏ】

木
簡
は
二
八
三
点
出
土
し
て
い
る
が
、
そ
の
大
部
分
は
削
婿
で
あ
る
。
文
字

の
判
読
が
可
能
な
も
の
は
約
七
〇
点
あ
り
、
そ
の
中
で
は
人
名
に
関
わ
る
と
思

わ
れ
る
も
の
が
約
半
数
を
占
め
て
い
る
。

石
組
暗
渠
の
裏
込
め
土
出
上
の
も
の
で
は
、
ω
の
木
簡
が
注
目
さ
れ
る
。
表

に
刻
界
線
が
三
本
あ
り
、
親
族
関
係
十
人
名
を
書
き
連
ね
て
い
る
。
そ
の
内
容

か
ら
、　
戸
籍
な
ど
の
帳
簿
類
に
関
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、　
裏
面
は
整
形

が
施
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
の
問
題
が
あ
り
、
帳
簿
作
成
の
ど
の
段
階
で
作

成
、
使
用
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。
ま
た
、
⑤

の
上
番
し
て
い
る
人
の
交
替
に
関
す
る
も
の
や
、
⑥

・
①
の
よ
う
に
官
職
名
を

記
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
も
見
ら
れ
る
。

石
組
暗
渠
の
取
水
口
付
近
の
埋
ま
り
上
出
上
の
も
の
で
は
、
⑩
の
木
簡
が
注

目
さ
れ
る
。
上
端
の
折
損
部
に
側
面
か
ら
あ
け
ら
れ
た
孔
の
痕
跡
を
残
し
て
お

り
、
平
城
宮
跡
で
発
見
さ
れ
て
い
る
選
叙

・
考
課
関
係
の
木
簡
と
同
じ
〇

一
五

木簡出上の暗渠



1983年出土の木簡

型
式
の
形
態
を
な
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
記
載
内
容
は
、
表
に
人
名
を

書
き
そ
の
下
に
割
註
の
形
で
年
齢
＋
身
体
的
特
徴
＋
本
貫
地
を
記
し
て
お
り
、

後
に
余
白
部
分
を
利
用
し
て
氏
族
名
の
習
書
が
な
さ
れ
て
い
る
。
習
書
が
な
さ

れ
る
以
前
の
木
簡
は
、
記
載
内
容
と
、
形
態
が
共
通
す
る
平
城
宮

跡

出
上

の

「成
選
短
冊
」

の
使
用
法
と
か
ら
推
定
す
る
と
、　
歴
名
作
成
用
木
簡
と
し
て
使

わ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
基
本
的
帳
簿

（歴
名
簿
）
を
も
と
に
し

て
個
人
ご
と
に
作
成
さ
れ
た
木
簡
で
、
こ
れ
を
並
べ
変
え
連
ね
て
用
途
別
の
帳

簿

（歴
名
簿
）
を
作
成
す
る
の
に
使
用
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
同

一
層

か
ら
⑫

・
⑬

ｏ
⑭
の
よ
う
に
兵
制
に
関
す
る
木
簡
が
出
上
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

①
も
兵
制
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
得
る
。
⑬
の

「
健
児
替
」

は
、
木
日
の
方
向
に
対
し
て
斜
め
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
習
書
の
可

能
性
も
あ
る
が
、
出
土
遺
構
の
年
代
か
ら
八
世
紀
前
半
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が

知
ら
れ
、
天
平
十
年
に
廃
止
さ
れ
る
以
前
の
健
児
に
関
す
る
貴
重
な
史
料
で
あ

ヱつ
。

石
組
暗
渠
２
異
込
め
土
、
取
水
口
付
近
の
埋
ま
り
土
と
も
に
八
世
紀
前
半
の

層
で
あ
り
、
多
賀
城
の
創
建
に
関
わ
る
時
期
の
木
簡
が
出
土
し
た
の
は
初
め
て

で
あ
る
。
今
回
出
上
の
木
簡
は
、
内
容
的
に
も
注
目
す
べ
き
も
の
を
含
ん
で
お

り
、
多
賀
城
の
創
建
期
の
種

々
の
問
題
を
考
え
る
上
で
、
大
き
な
手
掛
り
を
与

え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。

９
　
関
係
文
献

官
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所

『
官
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
年
報

一
九

八
三
』
（
一
九
八
四
年
）

佐
藤
和
彦

「
多
賀
城
跡
出
上
の
歴
名
作
成
用
木
簡
に
つ
い
て
」
（東
北
歴
史
資

料
館

『
研
究
紀
要

一
〇
』
一
九
八
四
年
）

（佐
藤
和
彦
）

木 簡 こつ


